
 

平成２０年度第１回 鳥取県後期高齢者医療懇話会 

 
 

日 時：平成２０年８月２６日（火） 
午後２時００分～ 

場 所：湯梨浜町役場 東郷庁舎 
 2 階 第 1 会議室 

 
 
１．開 会 
 
 
２．挨 拶 
 
 
３．報告事項  
 １）後期高齢者医療制度の運営状況について・・・・・・・・・・P１～４、別紙１～５ 
 
 
４．協議事項 
１）円滑な制度運営にむけての今後の取り組みについて ・・・・P５ 
 
 
２）その他  
 
 

５．その他 
 
 
６．閉 会 
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の施行状況について 
 

１ 鳥取県後期高齢者医療広域連合における取り組み 

平成２０年 
３月上旬～ 被保険者証の発送 
４月１日  後期高齢者医療制度施行 
      （広報活動などにおいて、通称「長寿医療制度」とする。） 
４月上旬  「保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」の送付   

（年金からの特別徴収対象者に送付） 
４月１５日 年金からの特別徴収開始（第１回） 
４月３０日 市町村長会の開催 
      （「国に対して制度の円滑な運営に向けて申し入れをすべき。」との意見

がでる。） 
５月１３日 厚生労働省及び県選出国会議員に対しての要望活動（別紙１のとおり） 
６月１２日 政府与党決定（別紙２のとおり） 

「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減について」 
６月１３日 年金からの特別徴収（第２回） 
７月中旬～ 「保険料額決定通知書・納入通知書」の送付   

（１９年所得に基づいて算定した保険料額を通知。普通徴収対象者には

納入通知書を合わせて発送し、普通徴収開始。一部町では８月から。） 
７月１７日 与党プロジェクトチーム（別紙３のとおり） 

「高齢者医療の負担のあり方に関する当面の対応について」（来年度の

対応方針） 
７月２５日 高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正 

（普通徴収対象者の拡大） 
７月２８日 広域連合議会 

（２０年度における負担軽減対策実施のための後期高齢者医療に関す

る条例改正等） 
８月中旬  「保険料額変更通知書・納入通知書」の発送 
      （負担軽減対策実施後の保険料額を通知。普通徴収対象者の保険料は、

８月納期分から変更し徴収。） 
８月１５日 年金からの特別徴収（第３回） 

１０月１５日 年金からの特別徴収（第４回） 
※ 被用者保険の被扶養者だった方については、１０月から保険料の徴

収を開始。（年金からの特別徴収も同様。） 
※ 普通徴収対象者の拡大に伴う特別徴収から普通徴収（口座振替）へ

の切り替えは、順次行っていく。 
※ 原則として７割軽減（追加軽減後８．５割軽減）世帯で、８月まで

年金から特別徴収されていた方については、１０月からの保険料の

徴収はありません。 
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２ 被保険者数（平成２０年７月末現在）８２，９１２人 

うち６５歳から７４歳で障害認定を受けた者  ２，９５１人 
 

３ 被保険者証について 

（１）交付  
 制度施行前の３月上旬から下旬にかけて、後期高齢者医療に移行する方及び４月に

７５歳になられる方に、市町村を通じて被保険者証を交付。５月以降に７５歳になる

方については、誕生日の前月に被保険者証を交付。 
→被保険者証に「被保険者証カバー」「制度説明リーフレット」を同封。 

（２）未着とその対応  
→４月９日時点で、５６８人の方に被保険者証が届かず市町村に返送された。 
→これに対し、被保険者の所在調査、再送付などを行い、５月２２日時点の被保険

者未着件数は、１件に大幅減少している。 
→高齢者の方がダイレクトメールと勘違いし、そのまま捨ててしまうなどの事例が

発生、再交付の対応をとる。 
→被保険者証を持たずに受診した被保険者について、医療関係機関からの資格確認

に対し、即時に対応できるようにした。この際、被保険者証が届いていない者につ

いては、市町村に問い合わせいただくように依頼する。 
（３）負担割合変更と被保険者証の交換  
 後期高齢者医療の負担割合については、毎年８月に前年の所得に応じて負担割合を

判定することとなっている。当初交付の被保険者証の有効期限を平成２１年７月３１

日として交付しているため、今回の判定で負担割合が変更となる者についてのみ、新

しい被保険者証の交付（交換）を行った。 
（４）被保険証に対する意見 
  「大切な保険証だとわかりにくい」「高齢者には切り取りにくい」「文字が小さい」

「保険証の色が気に入らない」などの意見をいただいている。 
  →２１年７月の切り替えに向けて、どのようなものが良いか検討を進めていきます。 

 

４ 保険料について 

（１）仮徴収  
・ ４月１日現在の年金受給者について、４．６．８月支払い年金から、保険料の特別

徴収を実施（平成１８年中の収入に基づく仮徴収） 
【仮徴収対象者】 ５９，５７２人（被保険者の７２％） 

・ ４月の特別徴収の際、徴収誤りが、６市町１５０人・総額約１３３万円発生。 
いずれも、特別徴収の対象外としていた被用者保険の加入者であった方に対し、特

別徴収を行ったものであり、対象の方には謝罪・説明を行うとともに、速やかに還

付を実施。 
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（２）本算定及び追加軽減措置の実施 
  平成１９年中の収入に基づく保険料の算定を７月に行った。追加軽減措置に伴う賦

課の更正を８月２日に実施した。 
・ 平均保険料額 

【軽減前】 ７０，４８５円／年 
【軽減後】 ４９，２２１円／年 
 →平成２０年度の追加軽減も含め、均等割額の軽減及び被用者保険の被扶養者に

係る軽減を適用後の額。 
・ 均等割額軽減の状況 

 
 

 
 
 
 
 
※ 被用者保険の被扶養者であった方に係る特別軽減 
→平成２０年度については、４～９月は徴収せず、１０～３月は、９割軽減。実

質９．５割軽減。 
・ 所得割額が賦課されている者 ２３，６７１人（２８．３８％） 
・ 所得の低い者に係る所得割額の軽減 ６，７３８人（８．０８％） 
・ 賦課限度額（年額５０万円）を超える者 ５６６人（０．６８％） 

５ 審査請求について 

保険料に関する処分に不服があるとして、鳥取県後期高齢者医療審査会（事務局・

鳥取県医療指導課）に審査請求があり、広域連合に弁明を求められたもの（８月１

５日時点） 
・ 審査請求件数 ２１件 

うち裁決があったもの１９件 
→すべて請求を棄却する裁決を受けているが、審査会の附帯意見として、「この制度

がより理解されるよう、わかりやすく、丁寧に説明し、周知していくことが必要で

あると考えます。」をいただいております。 
・ 審査請求の理由に記載してある主な内容 

→仮徴収額の決定の是非 
  →２月３月分の年金が支払われる４月支払年金からの徴収の是非 
  →本人の了解もなしに、年金から保険料を天引きすることの是非 
  →決定保険料額の是非 

審査請求の対象とならないが、審査請求書には「広報活動が足りなかったのでない

か」「後期高齢者医療制度のそのものを廃止してください」「７５歳という年齢で差別

するのは納得いかない」という記載があります。 

 人 数 割 合 
７割軽減→８．５割軽減（追加軽減） ２８，１４２人 ３３．７３％ 
５割軽減  ２，４１９人  ２．８９％ 
２割軽減  ４，８５９人  ５．８２％ 
被扶養者軽減（９．５割軽減※） １５，３１８人 １８．３６％ 
 ５０，７３８人  
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６ 給付の状況について 

  ４月 ５月 ６月 
医科 3,913,538,910 4,011,840,060 3,947,132,482
歯科  146,758,765 141,321,874 147,207,723
調剤 759,112,196 741,198,423 714,146,282
その他 133,469,695 137,773,054 131,597,614

療養の給付 
（費用額） 

計 4,952,879,566 5,032,133,411 4,940,084,101
柔道整復等 2,551,531 3,741,366 3,516,836
補装具 3,434,919 5,664,046 5,811,585
その他 8,532 717,169 807,165

療養費の支給 
（費用額） 

計 5,994,982 10,122,581 10,135,586
１人の医療費 59,855 60,867 59,745
葬祭費の支給額 5,340,000 7,980,000 6,820,000

 
 
 

７ 広報活動について 

（１）広報実績 
 ①市町村広報誌 広域連合から広報原稿の提供 

②印刷物の配布 
・19 年 12 月（被保険者向け。「事前お知らせ」の実施。） 
・20 年 3 月（被保険者向け。被保険者証送付時に同封。）  

③ホームページ 
④新聞紙面     
⑤鳥取県県政だより 1 回 

（２）説明会等の対応 
①市町村による制度説明会 
②広域連合による制度説明（各種団体等からの依頼に基づいて実施）１２回 

 

８ 保健事業について 

別紙４のとおり 
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円滑な制度運営に向けての今後の取組みについて 

 
 
○ 広報活動の充実 
  住民に混乱を引き起こさないようきめ細やかな周知広報に努める。 
  ・国、県、広域連合、市町村を通じた一層の広報活動の連携 
  ・被保険者への十分な周知期間ときめ細やかな広報 
  ・住民説明会の実施 
 
○ 相談体制の整備 
  ・保険料に関する相談対応 

  広域連合条例において、保険料の減免に関する規定を設けていること

から、今後とも相談する被保険者の実情を把握するとともに、個別相談

に適切に対応する。 
  市町村における相談体制の整備に係る経費については、広域連合より

補助を行う。（２０年度） 
・資格証明書の運用 

    「相当な収入」の基準は広域連合の判断とされている。広域連合とし

て具体的な運用基準を定める必要があり、今後市町村の意見を聞きなが

ら検討する。 
 
○ 医療費適正化の取組みについて 
  ・レセプト（二次点検）点検の実施 
  ・介護との給付調整に係る点検の実施 
  ・医療費通知の作成・配付 
  ・後発医薬品の使用促進 
  ・保健事業の推進 
 
○ 制度の仕組みの検証 
  ・公平でわかりやすい制度となっているか 
  ・負担のあり方をどう考えるか 
 
 
 
 

平成20年度第1回　鳥取県後期高齢者医療懇話会資料

- 5 -


	レジュメ
	01後期高齢者医療制度の施行状況について
	02今後の取組みについて



